
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
二
巻
第
二
号

平
成
六
年
三
月

二
三
七

京
都
妙
顕
寺

に
お
け
る
日
蓮
真
蹟

の
伝
来
に

つ
い
て

寺

尾

英

智

は
じ
め
に

日
蓮

の
真
蹟
遺
文
の
文
献
学
的
研
究
は
、
近
年
の
真
蹟
遺
文
原
本
の

調
査
に
よ
る
基
礎
的
デ
ー
タ
の
蓄
積
に
よ
り
形
態
論
を
中
心
に
研
究
が

深
め
ら
れ

て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
原
本
の
調
査
に
基

づ
く
研
究

の

一
事
例
と
し
て
、
京
都
妙
顕
寺
に
伝
わ
る
真
蹟
遺
文
を
取

り
上
げ
、
そ
の
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
作
業
と
し
て
伝
来
に
つ
い

て
検
討
す

る
。

京
都

日
蓮
教
団

の
諸
本
山
に
は
、
全
体
と
し
て
数
多
く
の
真
蹟
遺
文

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
各
本
山
に
分
散
さ
れ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
や
断
片

が
多

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
従
来
深
く
は
検

討
さ
れ
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
妙
顕
寺
は
、
日
蓮

の
孫
弟
子
日
像

が
京
都
に
お
け
る
日
蓮
教
団
最
初
の
寺
院
と
し
て
開
創
し
、
四
条
門
流

の
本
寺

と
し
て
西
国
の
日
蓮
教
団
の
中
心
に
位
置
し
た
最
有
力
寺
院
の

一
つ
で
あ
り
、
点
数
と
し
て
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
ま
と
ま

っ
た
真

蹟
遣
文

を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
妙
顕
寺
に
お
け
る
真
蹟
遺
文
の
在

り
方
を
探
る
こ
と
は
、
他
の
京
都
諸
本
山
に
お
け
る
真
蹟
遺
文
の
伝
来

を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も
意
義
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。

一

妙
顕
寺
に
現
在
伝
わ
る
日
蓮
真
蹟
遺
文
は
、
『神
国
王
御
書
』
『強
仁

状
御
返
事
』
『
三
八
教
』
『
八
宗
違
目
紗
』
『
守
護
国
界
章
等
要
文
』
『常

楽
我
浄
御
書

(断
簡

一
六
六
)
』
『陰
徳
陽
報
御
書
』
『
両
人
御
中
御
書
』

『
神
力
品
要
文
』
『
法
華
秀
句
等
要
文
』
の
十
点
で
あ
り
、
は
じ
め
の
五

点
は
巻
子
装
、
残
る
五
点
は
掛
幅
装
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

真
蹟

の
現
在
の
装
丁
と
、
表
具
に
記
さ
れ
た
銘
文
に
つ
い
て
見
る
こ
と

に
し
た
い
。

巻
子
装

の
五
点
は
、
質
量
と
も
に
妙
顕
寺

に
伝
わ
る
真
蹟
遺
文
の
中

心
を
成
し

て

い
る
。
こ
の
う
ち

『
神
国
王
御
書
』
二
巻
、
『
強
仁
状
御

返
事
』
『
三
八
教
』
の
二
巻
、
『
八
宗
違
目
紗
』

一
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
専
用

の
箱
に
収
納
さ
れ
る
が
、
巻
子
の
装
丁
は
い
ず
れ
も
同

一
の
体
裁
で
あ

る
。

表
紙
に
は
裂
地
を
使
用
し
、

『強
仁
状

御
返
事
』
『
三
八
教
』
『
八
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京
都
妙
顕
寺

に
お
け

る
日
蓮
真
蹟

の
伝
来

に
つ
い
て

(寺

尾
)

二
三
八

宗
違
目
紗
』
は
共
裂
を
使
用
す
る
。
本
紙
部
分
は
裏
打
紙
の
天
地
を
本

紙
よ
り
大
き
く
取

っ
て
台
紙
貼
り
の
形
を
取
る
が
、
台
紙
部
分
は
五
点

共
に
共
紙

で
あ
る
。
軸
首
に
は
い
ず
れ
も
八
角
の
水
精
を
使
用
す
る
な

ど
、
比
較
的
に
豪
華
な
装
丁
と
な
っ
て
い
る
。

『
神
国
王
御
書
』
は
、
四
四
紙
を
天

・
地
二
巻
に
分
巻
す
る
が
、

天

巻
の
表

紙
見
返
に
、

当
山
第
十
七
世

日
延

(花
押
)/
斯
表
軸
修
補
寄
進
之
主
/
打
官
土
左
橡

源
景
軌
/
明
暦
第
三
龍
集
丁
酉
孟
秋
吉
祥
日

と
記
さ
れ
、
地
巻
の
表
紙
見
返
に
、

斯
表
軸
寄
附
之
主
/
打
官
土
佐
橡
源
景
軌

と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
銘
文
は
、
『強
仁
状
御
返
事
』
『
三
八
教
』

『
守
護
国
界
章
等
要
文
』

の
表
紙
見
返
に
も
、

日
延

(花
押
)/
斯

(此
)
表
軸
修
補
寄
附

(進
)
之
主
/
打
官
土
左

(佐
)

橡
源
景
軌

と
、
年

月
は
な
い
も
の

の
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら

の
銘
文
か
ら
、

『
神
国
王
御
書
』
を
は
じ
め
と
す

る
五
点
は
妙
顕
寺
十
七
世
日
延
代
の

明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
秋
に
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
と

な

る
。
ま
た
、
五
点
が
同

一
装
丁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
装
丁
自
体

も
明
暦

三
年

の
修
理
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
妙
顕
寺

へ
伝

わ

っ
た

の
は
、
五
巻
が
ま
と
ま

っ
て
修
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

年
を
か
な
り
遡
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

掛
幅
装
の
五
点
は
、
『
両
人
御
中
御
書
』
を
除
く
四
点
は
あ
る
遺
文

の

一
部
分
、
即
ち
断
片
で
あ
る
。
表
具
は
巻
子
の
場
合
の
よ
う
に
共
通

す
る
こ
と
は
な
く
、
五
点
と
も
別
個
で
あ
る
。

『常
楽
我
浄
御
書
』
は
、

書
状
の
第
五
紙

・
第
六
紙
に
相
当
す
る

二

紙
を
上
下
二
段

に
表
装

す

る
。
表
具
の
ウ

ハ
マ
キ
に

「
[
]
御
真

筆

御
消
息

奉
感
得
日
尭
」
と
記
さ
れ
、
日
尭
が
感
得
、
す
な
わ
ち
入
手

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
日
尭
は
、
銘
文
の
筆
跡
か

ら
妙
顕
寺
十
二
世
日
尭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『陰
徳
陽
報
御
書
』
は
、

書
状
末
尾
の
第
十

一
紙

・
第
十
二
紙
に
相

当
す
る
二
紙
を
左
右
に
並
べ
て
表
装
す
る
。
専
用
の
収
納
箱
が
あ
り
、

蓋
に

「妙
顕
寺
常
住

紹
益
寄
附
」
と
記
さ
れ
る
。
表
具
の
ウ

ハ
マ
キ

に
も

「叶
之
御
消
息

佐
野
紹
益
寄
附
」
と
、
名
称
と
寄
進
者
が
記
さ

れ
る
が
、
さ
ら
に
表
具
裏
に
、

自
い
よ
く

至
恐
々
†
三
行
雛
齢
朝
日
御
判
(略
)
貞
享
二
朧
礁
暦
/
九
月
十
二

日
/
洛
陽
妙
顕
寺
二
十
世
㊥
/
日
耀

(花
押
)
/
佐
野
氏
/
紹
益
艦

と
記
さ
れ
る
。

こ
の
銘
文
に
よ

っ
て
、
本
書

を
所
持
し
て
い
た
佐
野
紹

益
に
よ

っ
て
貞
享
二
年

(
一
六
八
五
)
妙
顕
寺
霊
宝
と
し

て
寄
進
さ
れ

た
こ
と
が
わ

か

る
。
な
お
、
『陰
徳
陽
報
御
書
』

の
前
に
接
続
す
る
書

状
第
十
紙
の
断
片

一
幅

(『不
孝
御
書
』)
が
京
都
妙
覚
寺
に
伝
わ
る
が
、

伝
来
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

『
両
人
御
中
御
書
』
は
、

首
尾
完
結
し
た

二
紙
の
書
状
で
、

二
紙
を

左
右
に
並
べ
て
表
装
し
、
専
用
の
収
納
箱
が
あ
る
。
表
具
裏
に
は
、

四
海
唱
導
舗
/
感
得
主
/
第
廿
一
世
/
日
宗

(花
押
)/
元
禄
丙
子
暦
/
卯
月
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京
都
妙
顕
寺
に
お
け
る
日
蓮
真
蹟
の
伝
来
に
つ
い
て

(寺

尾
)

二
三
九

下
旬
八
日

と
記
さ
れ
、
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
に
妙
顕
寺
二
十

一
世
日
宗
が
感

得
し
妙

顕
寺
什
物
と
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『神
力
品
要
文
』
は
、

法
華
経
如
来
神
力
品
の
要
文
三
行
の
断
片

一

紙
で
あ

る
。
表
具
裏
に
、

此
御
消
息

一
幅
、
当
寺
御
宝
蔵
品
川
本
照
寺
唯
妙
院
/
奉
納
之
、
妙
顕
寺
/

元
禄
第
十
四
辛
巳
二
月
八
日

日
恵

(花
押
)

と
記

さ

れ
、

元
禄

一
四
年

(
一
七
〇

一
)
品
川
本
照
寺

唯
妙
院
が
妙

顕
寺
に
奉
納
し
た
旨
が
二
三
世
日
恵
に
よ

っ
て
記
さ
れ
る
。

『
法
華
秀
句
等
要
文
』
は
、
『
法
華
秀
句
』
等

の
要
文
十
四
行

の
断
片

貼
合

一
紙

で
あ
る
。
表
具
裏
に
、

自
秀
句
云
至
義
可
知
十
四
行
宗
祖
大
菩
薩
之
/
御
真
翰
更
無
疑
慮
者
也
、
妙

顕
寺
+
八
世
日
春

(花
押
)/
廿
世
勝
光
院
日
耀

(花
押
)/
延
宝
元
年
歎
臓
七
月

良
日
奉
感
得
之
花
房
氏
円
持
院
宗
順
日
玄

と
記
さ
れ
、
延
宝
元
年

(
一
六
七
三
)
花
房
氏
が
入
手
し
た
も
の
で
、
日

蓮
真
蹟

に
疑
慮
無
き
旨
を
妙
顕
寺
十
八
世
日
春

・
二
十
世
日
耀
が
連
署

し
て
証

し
て
い
る
。
こ
の
真
蹟
は
、
近
時
に
な

っ
て
妙
顕
寺
に
奉
納
さ

れ
た
こ
と
が
現
在
の
宝
物
台
帳
に
よ

っ
て
判
明
す
る
。

現
在

の
装
丁
と
、
表
具
に
記

さ
れ

た
銘
文
を
検
討
し
た
。
そ

の
結

果
、
妙
顕
寺
に
伝
わ
る
真
蹟
遺
文
は
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

(
一
)

明
暦
三
年
に
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
。
巻
子
装
の
五
点

(二
)

日
尭
が
感
得
し
た
も
の
。

一
点

(三
)

江
戸
時
代
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
。
三
点

(四
)

近
時
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
。

一
点

妙
顕
寺
で
真
蹟
遺
文
の
修
理
が
行
わ
れ
た
明
暦
三
年
の
前
後
は
、
ま

た
諸
本
山
に
お
い
て
も
真
蹟
の
大
修
理
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
中

山
法
華
経
寺
に
お
け
る
正
保
三
年

(
一
六
四
六
)
の
修
理
を

は
じ

め
と

し
て
、
比
企
谷
妙
本
寺
、
玉
沢
妙
法
華
寺
、
池
上
本
門
寺
、
身
延
山
久

遠
寺
な
ど
が
判
明
し
て
い
る
。
妙
顕
寺
に
お
け
る
巻
子
本
の
修
理
は
、

こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る

一
連

の
真
蹟
修
理
の
動
向
の
中

に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

表
具
に
記
さ
れ
た
銘
文
の
検
討
に
よ
り
、
十
点
の
真
蹟
遺
文
の
う
ち

掛
幅
装
の
五
点
は
、
妙
顕
寺

の
所
蔵
に
帰
し
た
時
期
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と

な

っ
た
が
、
妙
顕
寺
所
蔵
の
真
蹟
遺
文
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
巻
子

装
の
五
点
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
修
理
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
み

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宝
物
目
録
に
注
目
し
た

い
。

寺
院
に
お
い
て
集
積
さ
れ
た
古
文
書
や
聖
教
に
つ
い
て
研
究
す
る
と

き
、
歴
代
住
職
が
作
成
し
た
宝
物
、
聖
教
の
目
録
は
重
要
な
役
割
を
果

す
。

こ
の
よ
う
な
目
録
と
し
て
中
山
法
華
経
寺

の

『常
修
院
本
尊
聖
教

事
』
『
本
尊
聖
教
録
』
、
身
延
山
久
遠
寺
の

『
大
聖
人
御
筆
目
録
』
等
が

知
ら
れ
て
い
る
が
、
妙
顕
寺

の
場
合
、
最
も
時
代
を
遡
る
も
の
は
管
見
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京
都
妙
顕
寺

に
お
け
る
日
蓮
真
蹟

の
伝
来
に

つ
い
て

(寺

尾
)

二
四
〇

の
限
り
十
世
日
広
の

『重
書
記
録
』
で
、
天
文
十
五
年

(
一
五
四
六
)
五

月
の
成
立
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
が
、
天
文
二
十

一
年

(
一

五
五
二
)
三
月
日
付
の
日
広
置
文
に
よ
れ
ば
、
天
文
五
年

(
一
五
三
六
)
の

天
文
法
難
以
後

「
重
書
霊
宝
」
は
堺
津
に
預
け
置
か
れ
て
お
り
、
『
重
書

記
録
』

は
こ
の
預
け
置
か
れ
た

「重
書
霊
宝
」
の
目
録
と
し
て
作
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
重
書
記
録
』
は
収
納
に
つ
い
て
記
さ
な
い
が
、

置
文
に
よ
れ
ば

「
重
書
霊
宝
」
は

「革
籠
」
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

『
重
書
記
録
』
は
、

「
日
蓮
大
菩
薩
御
筆
」

「日
朗
御
筆
」

「
日
像
御

筆
」
そ

の
他
の
四
項
目
に
分
類
整
理
す

る
が
、
「
日
蓮
大
菩
薩
御
筆
」

即
ち
日
蓮
真
蹟
の
項
目
は
冒
頭
に
位
置
し
、
妙
顕
寺
に
伝

わ

る

「重

書
」
の
中
で
も
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は

五
点
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち

「
玄
旨

一
紙
」

の

一
点
は

「玄
旨

本
尊
」
と
通
称
さ
れ
る
日
蓮
真
蹟
の
曼
茶
羅
本
尊
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
の
で
除
外
し
、
あ
と
の
四
点
を

一
覧
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

重
書
記
録
の
記
事

現

況

強
仁
上
人
抄

紙
九
枚

強
仁
状
御
返
事

一
巻

八
宗
違
目
集

紙
十

一
枚

八
宗
違
目
紗

一
巻

三
八
教
抄

紙
十
五
枚
半

三
八
教

一
巻

神
国
王
抄

紙
四
十
五
枚

神
国
王
御
書

天

・
地
二
巻

こ
の
記
録
に
よ

っ
て
、
巻
子
の
五
点
の
う
ち
四
点
は
天
文
年
間
に
伝
来

が
湖
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
天
文
法
難
の
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け

て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
な

お
、
「神
国
王
抄
」
の
部
分
に
は

「
コ

レ
ハ
天
文
十
六
ノ
冬
京
都

へ
所
持
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
他

の
三
点
に
先
立

っ
て
日
広
に
よ
っ
て
京
都

へ
持
ち
帰
ら
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

『
重
書
記
録
』

に
次
ぐ

宝
物
目
録
は
、

十

二
世
日
尭
の

『
妙
顕
寺
重

書
之
目
録
』
で
あ
る
。
末
尾
を
閾
失
し
て
い
る
た
め
成
立
年
次
は
未
詳

で
あ
る
が
、
日
尭
が
妙
顕
寺
十
二
世
と
な

っ
た
天
正
六
年

(
一
五
七
八
)

か
ら
退
山
す
る
文
禄
二
年

(
一
五
九
三
)
ま
で
の
間
の
成
立
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

『妙
顕
寺
重
書
之
目
録
』
は
宝
物
を
収
納
す

る
箱
ご

と

に
分
類
整
理

す
る
が
、
日
蓮
真
蹟
遺
文
は
最
初
に
記
さ
れ
る

「
革
籠
入
分
」
の
項
目

に
見
ら
れ
る
。
「革
籠
入
分
」
の
項
目
で
は
冒
頭
に

「神
国
王
抄
」
「八
守
違
目
集
」
「
三
八
教
抄
」
「強
仁
上
人
抄
」

の
四

点
が

『
重
書
記
録
』
と
同
様
に
記
さ
れ
、
伝
来
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
同
項
目
中
に

一
袋

世
尊
法
久
後
抄

蓮
師
御
筆
/
七
月
十
四
日
御
消
息

越
前
妙
泰
寺

寄
進
之

と
、
『重
書
記
録
』
に
未
見
の
二
点
が
記
さ
れ
る
。
「世
尊
法
久
後
抄
」

は
、
本
文
の
内
容
か
ら

『
守
護
国
界
章
等
要
文
』

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。『

守
護
国
界
章
等
要
文
』
に
は
、
本
文
二
紙
に
続

い
て
妙
顕
寺
五
世

朗
源
の
奥
書

一
紙
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
貞
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京
都
妙
顕
寺
に
お
け
る
日
蓮
真
蹟
の
伝
来
に
つ
い
て

(寺

尾
)

二
四

一

和
三
年

(
一
三
四
七
)
五
月
四
目
に
妙
如
が
関
東
よ
り
上
洛
し
た
時
に
先

師

(四
世
妙
実
)
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
朗
源
自
ら

が
奥
書
を
記
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
『
守
護
国
界
章
等
要
文
』
は
妙
実

か
ら
朗
源

へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
管
見

の
限
り
、
真
蹟
遺

文
が
京

都

へ
将
来
さ
れ
た
最
古
の
事
例
で
あ

る
。
し

か
し
、
『守
護
国

界
章
等
要

文
』
が
日
広
の
段
階
に
お
い
て
妙
顕
寺
重
書
と
し
て
は
相
伝

さ
れ
て

い
な
か

っ
た
こ
と
は
、
『重
書
記
録
』
に
記
載
が
な
い
こ
と

か

ら
明
ら

か

で
あ

る
。
「
七
月
十
四
日
御
消
息
」
は
、
七
月
十
四
日
の
日

付
を
も

つ
書
状
で
あ
る
と
考

え
ら

れ
る
が
、
具
体
的
に
は
未
詳
で
あ

る
。『妙

顕
寺
重
書
之
目
録
』

で
は

「革
籠
入
分
」
の
項
目
の
他
に
も
、

「赤
漆
絵
箱
入
目
録
」
に
日
蓮
真
蹟
遺
文
の
記
載
が
見
ら
れ

る
。
こ

の

項
目
は
末
尾
に

「右

一
箱
分
日
尭
代
奉
集
者
也
」
と
記
さ
れ
、
日
尭
の

代
に
蒐
集

し
た
宝
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は
六
点
が
記
さ

れ
る
が
、

目
蓮
真
蹟
遺
文
は
三
点
あ
り
、

一
、
蓮
師

御
消
息
壱
幅

紙
弐
枚
/

一
、
蓮
師

御
消
息
壱
幅

紙
壱
枚
/

一
、
蓮
師

御
消
息

壱
幅

紙
壱
枚

と
記
さ
れ

る
。

こ
の
う
ち

「
紙
弐
枚
」
と
あ
る

一
幅
は
、
現
在
伝
わ
る

真
蹟
の
表
具
の
ウ

ハ
マ
キ
に

「奉
感
得
日
尭
」
と
あ
り
紙
数
が

一
致
す

る
こ
と
か
ら

『
常
楽
我
浄
御
書
』
に
比
定
さ
れ
よ
う
。
残
る
二
点
に
つ

い
て
は
、
未
詳
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
真
蹟
遺
文
の
現
在
の
装
丁
に
記
さ
れ
た
銘
文
、
さ
ら
に

宝
物
目
録
と

い
う

記
録
を
中
心
に
伝
来
を
検
討
し

て
来
た
、

そ

の
結

果
、
①
妙
顕
寺
の
真
蹟
遺
文
の
中
心
を
成
す
巻
子
装
の
遺
文
は
、
天
文

法
難
を
越
え
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
修
理
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
②
掛
幅
装
の
真
蹟
遺
文
は

一
点
を
除
き
江
戸
時
代
に

妙
顕
寺
に
伝
わ

っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
真
蹟
各

々
の
形
態
に
つ
い

て
の
問
題
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
(註
は
省
略
し
ま
し
た
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
蓮
真
蹟
遺
文
、
京
都
妙
顕
寺
、
天
文
法
難

(
立
正
大
学
講
師
)
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